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 平成２５年度地域中小企業外国出願支援事業 実施要領 
 

１．事業の目的 

京都府内に本社を置く中小企業者に対して、公益財団法人京都産業２１(以下「財団」

という。)が、外国への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願

(以下「特許出願等」という。)を支援し、地域中小企業者における戦略的な外国への

特許出願等を促進することを目的とする。 

この要領において、「冒認出願」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標

に関する第三者による抜け駆け出願をいい、「冒認対策商標」とは、冒認出願対策を目

的とした商標登録出願をいう。 

 

２．対象企業者 

中小企業支援法第２条第１項第１号から第３号に規定する中小企業者であって、京

都府内に本社を置くもの及びそれらの中小企業者で構成されるグループ（構成員のう

ち、京都府内に本社を置く中小企業者が３分の２以上を占め、中小企業者の利益とな

る事業を営むもの）とする。 

  過去に地域中小企業外国出願支援事業に採択された企業は対象企業者となりません。 

 

３．守秘義務 

財団及び選定した中小企業者と契約等をした弁理士等（以下、「選任弁理士」とい

う。）は、本事業の実施により知りえた企業の秘密を厳守するとともに、これを自己

の利益に利用しないものとする。 

 

４．事業内容 

財団は、次に掲げる要領により戦略的な外国出願を行おうとする中小企業者に対し

地域中小企業外国出願支援事業を行うものとする。 

 

(１）選考委員会の設置 

本事業を実施するに当たり、選考委員会を設置し、対象企業の選定を行うものとす

る。 

なお、本委員会において補助事業の推進や下記（２）及び（３）以外の要件の追加

等を行うことができるものとする。 

 

（２）申請の受理 

次に掲げる要件等に合致する中小企業者は、外国出願助成を希望する出願ごとに様

式第１－１又は様式第１－２による申請書を財団に提出し、財団は申請を受理するも

のとする。 

 

（申請要件） 

①申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等（特許協力条約に基づく
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国際出願等に関する法律（昭和５３年法律第３０号）第２条に規定する国際出願

（以下「ＰＣＴ出願」という。）を含む。）を行っている出願（以下「外国特許庁

への出願の基礎となる国内出願」という。）であって、次のいずれかに該当する

方法により、平成２６年２月２８日までに外国特許庁へ同一内容の出願（以下「外

国特許庁への出願」という。）を行う予定であるもの。 

（イ）パリ条約（１９００年１２月１４日にブラッセルで、１９１１年６月２日に

ワシントンで、１９２５年１１月６日にヘーグで、１９３４年６月２日にロン

ドンで、１９５８年１０月３１日にリスボンで及び１９６７年７月１４日にス

トックホルムで改正され、並びに１９７９年９月２８日に改正された工業所有

権の保護に関する１８８３年３月２０日のパリ条約をいう。以下同じ。）等に

基づき、同条約第４条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行

う方法（ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。） 

（ロ）１９７０年６月１９日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「特許

協力条約」という。）に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（ＰＣＴ出願

を同国の国内段階に移行する方法） 

（ハ）商標の国際登録に関するマドリッド協定の１９８９年６月２７日にマドリッ

ドで採択された議定書（以下「マドリッド協定議定書」という。）に基づき、

外国特許庁への出願を行う方法 

②外国特許庁への出願の基礎となる国内出願及び予定される外国特許庁への出願

が申請者である中小企業者による出願であること。 

③財団及び補助事業者等が行う補助事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力す

る中小企業者であること。 

 

（３）対象企業及び対象出願の選定 

上記（１）の委員会は、申請を受理した企業及び出願のうち、次に掲げる要件 

等に合致する企業及び出願を選定するものとする。 

  （選定要件） 

①外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企

業者であること。 

 ②次のいずれかに該当する中小企業者であること。 

（イ）助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活

用した事業展開を計画している中小企業者 

（ロ）助成を希望する商標登録出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、冒認

出願対策として当該権利の活用を計画している中小企業者 
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③先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判

断される出願であること。 

 

（４）報告書の提出 

財団は、選定した中小企業者（以下「支援対象企業」という。）が外国特許庁への

出願を行った後、速やかに支援対象企業及び選任弁理士から様式第２による報告書

の提出を受けなければならない。 

（５）助成金の支払い 

財団は、前項報告書の内容を確認し、助成金を支払うものとする。なお、平成２

６年２月末までに、外国特許庁への出願が完了しない場合には、当該年度の助成対

象とならない。 

（６）事後評価及び効果の確認 

財団は随時、本事業による支援効果の把握に努めるものする。また、支援対象企

業は、本事業による支援を得て行った外国特許庁への出願について外国特許庁から

の査定がでた場合には様式第３による報告書を提出しなければならない。 

また補助事業者は、特別の事情がない限り、自ら放棄又は取下げ等を行わないも

のとする。 

（７）成果の普及 

財団は、本事業による支援を得て外国特許庁への出願を行った事例のうち、支援

の効果が確認できた案件について、支援対象企業の了解を得た上で、地域の中小企

業に情報提供することにより、他の中小企業における戦略的な外国出願の促進等に

資するものとする。 

  

５．助成対象事業等 

 助成金の対象は、次に掲げる要件に合致する企業及びその出願とする。 

（１）国内の先行特許調査等からみて外国での特許権等の取得の可能性が否定されない

と判断される出願であること。 

（２）助成対象事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力する中小企業者であること。 

 

６．助成対象経費 

（１）外国特許庁への出願手数料 

   外国特許庁への出願に要する経費 

（２）現地代理人費用 

   外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 

（３）国内代理人費用 

   外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 

（４）翻訳費用 

   外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 

（５）その他費用 

   本事業を実施するために財団が必要と認めた経費 
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７．助成限度額 

  １企業に対する１事業年度内の助成金の総額 ３００万円以内（消費税分を除く。） 

①特許出願：１５０万円以内／件（助成対象経費の１/２以内、かつ消費税分を除く） 

②実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除

く)：６０万円以内／件（助成対象経費の１/２以内、かつ消費税分を除く） 

     ③冒認対策商標：３０万円以内／件（助成対象経費の１/２以内、かつ消費税分を除

く。） 

 

 

８．採択企業の決定 

財団に設置される選考委員会において、申請書類による一次審査を実施し、合格者は、

面接(申請書等の「事業展開の方針、計画」の説明とヒアリング等)による二次審査を経

て採択決定する。 

選定する際の主たる検討事項は、以下のとおりとする。 

（１）企業の意欲 

（２）知財の観点からの技術評価（特許権取得の可能性等） 

（３）知財を活用した事業展開評価 

 

９．申請手続き 

（１）受付期間 

平成２５年４月１０日（水）～平成２５年５月１０日(金) 必着 

（２）提出方法 

申請書等を提出先へ持参又は郵送（締切日までに必着のこと）。持参の場合の受

付時間は、平日の午前９時～正午及び午後１時～午後５時。 

（３）提出書類 

様式第１－１または様式第１－２「平成２５年度地域中小企業外国出願支援事業

に係る外国特許庁への出願の費用助成申請書」、及び添付書類（別紙１、※別紙２

も含む） 

※別紙２は、外国への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録

出願等のすべてにおいて提出してください。 

 

10．審査結果の通知 

  第一次審査及び第二次審査の結果は申請企業者に文書により通知する。 

 

11．事業内容 

（１）出願期間 

出願期間は、平成２６年２月２８日（金）までとする。 

（２）報告書の提出 

採択企業者は、外国特許庁への出願を行った後速やかに、様式２により報告書を

提出するものとする。 
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（３）助成金の支払い 

    採択企業者の自己負担額相当額(助成事業に要する経費から助成額を差引いた残

りの経費）の納入後、財団は上記の報告書の内容を確認し、国内弁理士等へ助成事

業に要する経費の全額を支払うものとする。 

（４）事後評価及び効果の確認 

    採択企業者は、助成を行った外国出願について外国特許庁からの査定がでた場

合には様式３により報告書を提出するものとする。 

 

12．その他の留意事項 

（１）地域中小企業外国出願支援事業の補助対象経費には、日本国特許庁に支払う費用

（ＰＣＴ出願に要する国際出願手数料及び商標法（昭和３４年法律第１２７号）第

６８条の２第１項に規定する国際登録出願に要する本国官庁手数料等を含む。）は

含まない。また、他の事業者との共同出願の場合には、支援対象企業の持ち分比率

に応じた額（ただし、支援対象企業が負担した額の範囲内）を補助対象経費とする。 

（２）助成金交付決定後は申請者名、助成対象事業名を公表する。また本事業による海

外へ出願を行った事例として、中小企業者に情報提供を行い、他の中小企業者にお

ける外国出願支援等に役立てることとする。 

（３）採択企業者は、随時、活用状況報告するものとする。 

 


